
 

 

 

 

 

 

 

  令和８年６月５日 

 

 

第３回羽島市議会定例会議案 

-1-



目     次 

報第 ３号 令和７年度羽島市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告に   

ついて…………………………………………………………………  ４ 

報第 ４号 令和７年度羽島市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい 

て………………………………………………………………………  ７ 

諮第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦について……………………………  ９ 

諮第 ４号 人権擁護委員の候補者の推薦について…………………………… １０ 

議第３５号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １１ 

議第３６号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １２ 

議第３７号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １３ 

議第３８号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １４ 

議第３９号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １５ 

議第４０号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １６ 

議第４１号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １７ 

議第４２号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １８ 

議第４３号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… １９ 

議第４４号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２０ 

議第４５号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２１ 

議第４６号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２２ 

議第４７号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２３ 

議第４８号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２４ 

議第４９号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２５ 

議第５０号 羽島市農業委員会委員の任命について…………………………… ２６ 

議第５１号 羽島市税条例の一部を改正する条例について…………………… ２７ 

議第５２号 羽島市手数料条例及び羽島市印鑑条例の一部を改正する条例に 

      ついて………………………………………………………………… ４４ 

議第５３号 羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

      条例の一部を改正する条例について……………………………… ４８ 

議第５４号 羽島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

      する基準を定める条例の一部を改正する条例について………… ６１ 

議第５５号 羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条 

-2-



      例の一部を改正する条例について………………………………… ８９ 

議第５６号 羽島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ 

      いて…………………………………………………………………… ９２ 

議第５７号 令和８年度羽島市一般会計補正予算（第２号）………………… ９４ 

議第５８号 令和８年度羽島市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）…１００ 

議第５９号 動産の取得について…………………………………………………１０５ 

議第６０号 工事請負契約の締結について………………………………………１０６ 

議第６１号 工事請負契約の締結について………………………………………１０７ 

議第６２号 損害賠償の額を定めることについて………………………………１０８ 

議第６３号 市道路線の認定について……………………………………………１０９ 

 

-3-



報第３号

令和７年度羽島市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令

和７年度羽島市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡
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(単位：円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

2 総務費 3
戸籍住民基本
台帳費

戸籍住民基本台帳事
務経費

2,624,000 2,624,000 0 2,623,000 0 0 1,000

3 民生費 2 児童福祉費
物価高対応子育て応
援手当支給事業

20,990,000 6,390,000 0 6,390,000 0 0 0

5
農林水
産業費

1 農業費 県単土地改良事業 12,360,000 11,134,600 0 4,143,640 6,900,000 0 90,960

道路維持管理費 30,033,000 19,033,000 0 0 19,000,000 0 33,000

道路新設改良事業 600,625,000 410,420,000 0 0 410,400,000 0 20,000

令和7年度羽島市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

未 収 入 特 定 財 源既 収 入
特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金額
翌 年 度
繰 越 額 一般財源

7 土木費 2 道路橋りょう費
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(単位：円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

未 収 入 特 定 財 源既 収 入
特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

款 項 事 業 名 金額
翌 年 度
繰 越 額 一般財源

7 土木費 2 道路橋りょう費 橋りょう改修事業 38,767,000 38,767,000 0 20,529,000 15,100,000 0 3,138,000

8 消防費 1 消防費 消防自動車購入事業 13,622,000 13,622,000 0 0 13,500,000 0 122,000

2 小学校費 小学校施設改修事業 183,733,000 183,733,000 0 59,164,000 124,000,000 0 569,000

3 中学校費 中学校施設改修事業 10,046,000 10,046,000 0 5,219,000 4,800,000 0 27,000

7 保健体育費
屋外運動場施設管理
費

10,345,000 10,345,000 0 3,482,000 6,800,000 0 63,000

9 教育費
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報第４号

   令和７年度羽島市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、令和

７年度羽島市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    
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(単位：円）

国庫支出金 地 方 債
損益勘定留
保 資 金

1
資本的
支　出

1
建　設
改良費

沈砂池ポンプ棟
耐震補強工事

200,000,000 95,000,000 105,000,000 52,500,000 47,200,000 5,300,000 0 0

入札不落
による手
続きに日
数を要し
たため

1
資本的
支　出

1
建　設
改良費

No.4汚水ポンプ
修繕工事

58,245,000 0 58,245,000 0 55,300,000 2,945,000 0 0

交換部品
が発生
し、その
納期に日
数を要し
たため

令和７年度羽島市下水道事業会計予算繰越計算書

説 明不 用 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

款 項 事 業 名
予 算

計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
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諮第３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

南 谷 東 子

【提案理由】

現委員である南谷東子氏の任期が、令和８年９月３０日に満了することに伴い、

再び同氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものである。
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諮第４号

人権擁護委員の候補者の推薦について

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法

律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

渡 壁 由 香

【提案理由】

現委員である渡壁由香氏の任期が、令和８年９月３０日に満了することに伴い、

再び同氏を推薦することについて、議会の意見を求めるものである。
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議第３５号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

岩 田 悟

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第３６号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

加 藤 正

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。

-12-



議第３７号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

山 田 和 也

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第３８号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

山 北 嘉 孝

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第３９号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

田 中 敏 信

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４０号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

大 井 理 恵

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４１号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

時 田 昌 子

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４２号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

石 原 晃

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４３号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

宮 田 圭

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４４号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

森 川 素 行

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４５号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

渡 邉 裕 介

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４６号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

石原 美智世

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４７号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

太 田 哲 也

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４８号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

佐 藤 文 恵

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第４９号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

西川 ひとみ

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第５０号

羽島市農業委員会委員の任命について

羽島市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

氏 名 生 年 月 日 住 所

柴 田 稔

【提案理由】

現委員の任期が、令和８年７月１９日に満了することに伴い、新しい羽島市農業

委員会委員を任命することについて、議会の同意を求めるものである。
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議第５１号

羽島市税条例の一部を改正する条例について

羽島市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡

【提案理由】

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の公布に伴い、羽島市

税条例の一部を改正するものである。
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羽島市税条例の一部を改正する条例

羽島市税条例（昭和３０年羽島市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第３３条の７ 略 第３３条の７ 略

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第３

項又は第４項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条

の７第１１項（法附則第５条の６第２

項 の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。

（市民税の申告） （市民税の申告）

第３５条の２ 第２４条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において、給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額（令第４

８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所

第３５条の２ 第２４条第１項第１号に

掲げる者は、３月１５日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申

告書を市長に提出しなければならな

い。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告

書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から１月１日現在にお

いて給与又は公的年金等の支払を受け

ている者で前年中において、給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額（令第４

８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所
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得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０

号の２に規定する自己と生計を一にす

る配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対

象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第

３５条の３の２第１項第３号並びに第

３５条の３の３第１項及び第２項第４

号において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。）

に係るものを除く。）の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第３１３条第８項に規

定する純損失の金額の控除、同条第９

項に規定する純損失若しくは雑損失の

金額の控除若しくは第３３条の７第１

項（同項第２号に掲げる寄附金（特定

非営利活動促進法第２条第３項に規定

する認定特定非営利活動法人及び同条

第４項に規定する特例認定特定非営利

活動法人に対するものを除く。第６項

において同じ。）に係る部分を除く。）

及び第２項の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額

控除額」という。）の控除を受けようと

得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限

る。）の法第３１４条の２第１項第１０

号の２に規定する自己と生計を一にす

る配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対

象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。）、法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額若しくは特定親族

特別控除額（特定親族（同条第１項第

１２号に規定する特定親族をいう。第

３５条の３の２第１項第３号及び第３

５条の３の３第１項        

において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。）

に係るものを除く。）の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第３１３条第８項に規

定する純損失の金額の控除、同条第９

項に規定する純損失若しくは雑損失の

金額の控除若しくは第３３条の７第１

項（同項第２号に掲げる寄附金（特定

非営利活動促進法第２条第３項に規定

する認定特定非営利活動法人及び同条

第４項に規定する特例認定特定非営利

活動法人に対するものを除く。第６項

において同じ。）に係る部分を除く。）

及び第２項の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額

控除額」という。）の控除を受けようと
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するものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第２５条第２項に

規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の⑵に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。

するものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第２５条第２項に

規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の⑵に掲げる者を除く。）

については、この限りでない。

２～１０ 略 ２～１０ 略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書）

第３５条の３の２ 略 第３５条の３の２ 略

⑴ 略 ⑴ 略

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金

額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配

偶者（法第３１３条第３項に規定す

る青色事業専従者に該当するもので

同項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除く。次条

第１項第２号において同じ。）（合計

所得金額が１３３万円以下であるも

のに限る           

。）の氏名

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金

額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配

偶者（法第３１３条第３項に規定す

る青色事業専従者に該当するもので

同項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除き、

              合計

所得金額が１３３万円以下であるも

のに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名

⑶及び⑷ 略 ⑶及び⑷ 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の

規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の

規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、
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施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第５項及び第５

２条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。

施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第５

２条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。

６ 略 ６ 略

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書）

（個人の市民税に係る公的年金等受給

者の扶養親族等申告書）

第３５条の３の３ 次に掲げる者（以下

この条において「公的年金等受給者」

という。）は、公的年金等支払者（所得

税法第２０３条の６第１項に規定する

申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する公的年金等（以下この項にお

いて「公的年金等」という。）の支払者

をいう。以下この条において同じ。）か

ら毎年最初に公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次項各号に掲げる事項

を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。

⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者

⑵ 法の施行地において公的年金等

第３５条の３の３ 所得税法第２０３条

の６第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者

又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」と

いう。）の支払を受ける者であって、特

定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が９００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（退職手当等（第５２条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この項に

おいて同じ。）に係る所得を有する者で

あって、合計所得金額が９５万円以下

であるものに限る。）をいう。第２号に

おいて同じ。）又は扶養親族（年齢１６

歳未満の者又は控除対象扶養親族であ
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（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）の支払を

受ける第２４条第１項第１号に掲げ

る者であって、特定配偶者（所得割

の納税義務者（合計所得金額が９０

０万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（合計所

得金額が９５万円以下であるものに

限る。）をいう。次号及び次項第３号

において同じ。）（退職手当等（第５

２条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この号において同じ。）に係

る所得を有する者に限る。）又は扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除

対象扶養親族であって退職手当等に

係る所得を有する者に限る。）若しく

は特定親族（退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）

を有する者

⑶ 法の施行地において公的年金等

（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものに限る。）の支払を

受ける第２４条第１項第１号に掲げ

る者（当該年中に支払を受けるべき

当該公的年金等の額がその年最初に

当該公的年金等の支払を受けるべき

日の前日の現況において令第４８条

の９の７の３に定める金額に満たな

い者を除く。）であって、障害者、寡

って退職手当等に係る所得を有する者

に限る。）若しくは特定親族（退職手当

等に係る所得を有する者であって、合

計所得金額が８５万円以下であるもの

に限る。）を有する者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第

２０３条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者（以下この条において「公

的年金等支払者」という。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。

⑴ 当該公的年金等支払者の名称

⑵ 特定配偶者の氏名

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名

⑷ その他施行規則で定める事項

-32-



婦若しくはひとり親に該当する者又

は特定配偶者若しくは扶養親族（年

齢１６歳未満の者又は控除対象扶養

親族に限る。）若しくは特定親族（合

計所得金額が８５万円以下であるも

のに限る。）を有する者

２ 前項の規定による申告書の記載事項

は、次に掲げる事項とする。

⑴ 公的年金等支払者の名称

⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４

条の２第１項第６号に規定する特別

障害者又はその他の障害者に該当す

る場合にはその旨及びその該当する

事実並びに寡婦又はひとり親に該当

する場合にはその旨

⑶ 特定配偶者の氏名

⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名

⑸ その他施行規則で定める事項

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書を公的年金等

支払者を経由して提出する場合におい

て、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支

払者を経由して提出した第１項又は同

条第１項の規定による申告書に   

     記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公

的年金等支払者が所得税法第２０３条

の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則

２ 前項 又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書を公的年金等

支払者を経由して提出する場合におい

て、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該公的年金等支

払者を経由して提出した前項 又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

る申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公

的年金等支払者が所得税法第２０３条

の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、施行規則
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で定めるところにより、第１項又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異動が

ない旨を記載した第１項又は同条第１

項の規定による申告書を提出する

    ことができる。

で定めるところにより、前項 又は法

第３１７条の３の３第１項の規定によ

り記載すべき事項に代えて当該異動が

ない旨を記載した前項 又は法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告

書を提出することができる。

４ 略 ３ 略

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき

公的年金等支払者が令第４８条の９の

８ において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき

公的年金等支払者が令第４８条の９の

７の３において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的

年金等支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供

することができる。

６ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第４項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「公的年金等

支払者に受理されたとき」とあるのは

「公的年金等支払者が提供を受けたと

き」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。

５ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「公的年金等

支払者に受理されたとき」とあるのは

「公的年金等支払者が提供を受けたと

き」と、「受理された日」とあるのは「提

供を受けた日」とする。

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点）

第６２条 同一の者についてその者の所

有に係る土地、家屋又は償却資産に対

して課する固定資産税の課税標準とな

るべき額が土地又は家屋にあっては３

第６２条 同一の者についてその者の所

有に係る土地、家屋及び償却資産に対

して課する固定資産税の課税標準とな

るべき額が土地にあっては、３０万円、
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０万円        、償却資産

にあっては１８０万円 に満たない場

合においては、固定資産税を課さない。

家屋にあっては、２０万円、償却資産

にあっては、１５０万円に満たない場

合においては、固定資産税を課さない。

附 則 附 則

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例）

（特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例）

第４条 平成３０年度以後      

の各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の５第３項の規定に該当

する場合における第３３条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の５第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することが

できる。

第４条 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の５第３項の規定に該当

する場合における第３３条の２の規定

による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とある

のは「同条第１項（第２号を除く。）」

と、「まで」とあるのは「まで並びに法

附則第４条の５第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２

第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することが

できる。

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）

（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）

第５条の３ 平成２２年度から令和２５

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年が平成２１年から令和１

２年までの各年である場合に限る。）に

は、法附則第５条の４第５項（同条第

第５条の３ 平成２２年度から令和２０

年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条

又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規

定する居住年が平成２１年から令和７

年 までの各年である場合に限る。）に

は、法附則第５条の４第５項（同条第
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７項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の

第３３条の３及び第３３条の６の規定

を適用した場合の所得割の額から控除

する。

７項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の

第３３条の３及び第３３条の６の規定

を適用した場合の所得割の額から控除

する。

２及び３ 略 ２及び３ 略

（寄附金税額控除における特例控除額

の特例）

（寄附金税額控除における特例控除額

の特例）

第５条の４ 第３３条の７の規定の適用

を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当す

る場合又は第３３条の３第２項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１４条の３第

１項、附則第１４条の４第１項、附則

第１５条第１項、附則第１６条第１項、

附則第１７条第１項、附則第１７条の

２第１項、附則第１７条の２の２第１

項又は附則第１７条の３第１項の規定

の適用を受けるときは、第３３条の７

第２項に規定する特例控除額は、同項

の規定にかかわらず、法附則第５条の

５第２項（法附則第５条の６第３項又

は第４項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に定めるところに

より計算した金額とする。

第５条の４ 第３３条の７の規定の適用

を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当す

る場合又は第３３条の３第２項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１４条の３第

１項、附則第１４条の４第１項、附則

第１５条第１項、附則第１６条第１項、

附則第１７条第１項、附則第１７条の

２第１項又は附則第１７条の３第１項

              の規定

の適用を受けるときは、第３３条の７

第２項に規定する特例控除額は、同項

の規定にかかわらず、法附則第５条の

５第２項（法附則第５条の６第２項

    の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に定めるところに

より計算した金額とする。
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（個人の市民税の寄附金税額控除に係

る申告の特例等）

（個人の市民税の寄附金税額控除に係

る申告の特例等）

第７条 略 第７条 略

第７条の２ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者につい

て前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７

条第１３項の規定によりなかったもの

とみなされる場合を除く。）には、法附

則第７条の２第４項（法附則第７条の

３第３項又は第４項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、第

３３条の７第１項及び第２項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。

第７条の２ 当分の間、所得割の納税義

務者が前年中に特例控除対象寄附金を

支出し、かつ、当該納税義務者につい

て前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７

条第１３項の規定によりなかったもの

とみなされる場合を除く。）には、法附

則第７条の２第４項        

                 

              に規定

するところにより控除すべき額を、第

３３条の７第１項及び第２項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例）

（優良住宅地の造成等のために土地等

を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

市民税の課税の特例）

第１５条の２ 略 第１５条の２ 略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第６項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令

和１１年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前

年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地

等予定地のための譲渡（法附則第３４

条の２第５項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡をいう。以下
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この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１２項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。

この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に

該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。

３ 略 ３ 略

４ 第１項（第２項において準用する場

合を含む。）の場合において、所得割の

納税義務者が、租税特別措置法第３１

条の２第２項第１３号から第１５号ま

でに掲げる土地等の譲渡に該当するも

のをしたときにおけるその譲渡をした

土地等がその譲渡をした時において地

すべり等防止法（昭和３３年法律第３

０号）第３条第１項の地すべり防止区

域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険

区域、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第

１項の土砂災害特別警戒区域又は特定

都市河川浸水被害対策法（平成１５年

法律第７７号）第５６条第１項の浸水

被害防止区域内にあるときは、当該土

地等の譲渡は、第１項又は第２項に規
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定する優良住宅地等のための譲渡又は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係

る個人の市民税の課税の特例）

第１７条の２の２ 当分の間、所得割の

納税義務者が前年中に租税特別措置法

第３８条の２第１項に規定する事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

には、当該事業所得、譲渡所得及び雑

所得については、第３２条第１項及び

第２項並びに第３３条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中

の当該事業所得の金額、譲渡所得の金

額及び雑所得の金額として令附則第１

８条の６の４で定めるところにより計

算した金額（以下この項において「特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

という。）に対し、特定暗号資産に係る

課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額（次項第１号

の規定により読み替えて適用される第

３３条の２の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１

００分の３に相当する金額に相当する

市民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。

⑴ 第３３条の２の規定の適用につい

ては、同条中「総所得金額」とある
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のは、「総所得金額、附則第１７条の

２の２第１項に規定する特定暗号資

産に係る譲渡所得等の金額」とする。

⑵ 第３３条の６から第３３条の８ま

で、第３３条の９第１項、附則第５

条第１項及び附則第５条の３第１項

の規定の適用については、第３３条

の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１７条の２の２

第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３３条の７第１項前段、

第３３条の８、第３３条の９第１項、

附則第５条第１項及び附則第５条の

３第１項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第１７条

の２の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３３条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第１７条の

２の２第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

⑶ 第３４条の規定の適用について

は、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は附則第１７条の２の２第１項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若

しくは附則第１７条の２の２第１項

に規定する特定暗号資産に係る譲渡
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所得等の金額」とする。

⑷ 附則第３条の４の規定の適用につ

いては、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並び

に附則第１７条の２の２第１項に規

定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」と、同条第２項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１７条の２の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と

する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第６２条の改正規定及び附則第３条の規定 令和９年４月１日

⑵ 第３３条の７第２項の改正規定並びに附則第５条の４（「附則第５条の６第２

項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則第７条

の２及び附則第１５条の２の改正規定並びに次条第４項の規定 令和１０年１

月１日

⑶ 附則第５条の４（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１７条の２の２

を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 地方税法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第２号）附則第１条第１７号に規定する日

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の羽島市税条例（以下「新条例」という。）第３５条の

３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公

的年金等について提出する新条例第３５条の３の３第１項の規定による申告書に

ついて適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例に
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よる改正前の羽島市税条例第３５条の３の３第１項の規定による申告書について

は、なお従前の例による。

２ 新条例附則第５条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２

号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正

後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用

家屋（同条第１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同

条第１６項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定す

る特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅と

みなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等を

した家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋と

みなされる同条第１７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等

又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等

（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条

第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところにより

その者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同

日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第

１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住

用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既

存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同

条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当

該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第

２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者

の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の羽島市税条例附則第５条の４の規定は、
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同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、３号施

行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

４ 前条第２号に掲げる規定による改正後の羽島市税条例附則第１５条の２第４項の

規定は、市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同

条第１項の土地等の譲渡について適用する。

５ 前条第３号に掲げる規定による改正後の羽島市税条例附則第１７条の２の２の規

定は、３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用

する。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の羽島市税条例第６２条の規定

は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。
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議第５２号

羽島市手数料条例及び羽島市印鑑条例の一部を改正する条例について

羽島市手数料条例及び羽島市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    

【提案理由】

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律（令和６年法律第５９号）の

施行に伴い、羽島市手数料条例及び羽島市印鑑条例の一部を改正するものである。
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羽島市手数料条例及び羽島市印鑑条例の一部を改正する条例

（羽島市手数料条例の一部改正）

第１条 羽島市手数料条例（平成１２年羽島市条例第１３号）の一部を次のように改

正する。

改正後 改正前

   附 則    附 則

（手数料の金額の特例） （手数料の金額の特例）

３ 略

⑴ 個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カードをいう。） 、特

定在留カード（出入国管理及び難民

認定法（昭和２６年政令第３１９号）

第１９条の１５の２第１項に規定す

る特定在留カードをいう。）又は特定

特別永住者証明書（日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）第１６条

の２第１項に規定する特定特別永住

者証明書をいう。）（これらのうち、

電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第

２２条第１項又は第２２条の３第１

項の規定により発行申請を行うこと

により同法第２２条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電

３ 略

⑴ 個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律（平成１４年法律第１

５３号）第２２条第１項に規定する

個人番号カード用利用者証明用電子

証明書をいう。） を記録した個人番

号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。）
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子証明書が記録されているものに限

る。）

⑵ 略 ⑵ 略

（羽島市印鑑条例の一部改正）

第２条 羽島市印鑑条例（昭和５１年羽島市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。

改正後 改正前

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の申請）

（多機能端末機による印鑑登録証明書

の申請）

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略

⑴ 個人番号カード（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定

する個人番号カードをいう。） 、特

定在留カード（出入国管理及び難民

認定法（昭和２６年政令第３１９号）

第１９条の１５の２第１項に規定す

る特定在留カードをいう。）又は特定

特別永住者証明書（日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した

者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）第１６条

の２第１項に規定する特定特別永住

者証明書をいう。）（これらのうち、

電子署名等に係る地方公共団体情報

システム機構の認証業務に関する法

律（平成１４年法律第１５３号）第

２２条第１項又は第２２条の３第１

項の規定により発行申請を行うこと

⑴ 個人番号カード用利用者証明用電

子証明書（電子署名等に係る地方公

共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律（平成１４年法律第１

５３号）第２２条第１項に規定する

個人番号カード用利用者証明用電子

証明書をいう。） を記録した個人番

号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。）
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により同法第２２条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電

子証明書が記録されているものに限

る。）

⑵ 略 ⑵ 略

附 則

この条例は、令和８年６月１４日から施行する。
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議第５３号

   羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について

羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように定めるものとする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    

【提案理由】

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣

府令の整備等に関する内閣府令（令和８年内閣府令第３号）等の施行に伴い、羽島

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

ものである。
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   羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

羽島市条例第３７号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（最低基準） （最低基準）

第３条 この条例で定める基準（以下

「最低基準」という。）は、市長の監

督に属する家庭的保育事業等を利用し

ている乳児又は幼児（満３歳に満たな

い児童に限り、法第６条の３第９項第

２号、同条第１０項第２号、同条第１

１項第２号又は同条第１２項第２号の

規定に基づき保育が必要と認められる

児童であって満３歳以上のものについ

て保育を行う場合若しくは同条第１０

項第３号の規定に基づき保育を必要と

する児童であって満３歳以上のものに

ついて保育を行う場合にあっては、当

該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るく

て、衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な訓練を受けた職員

（家庭的保育事業等を行う事業所（以

下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育

を提供することにより、心身ともに健

やかに育成されることを保障するもの

とする。

第３条 この条例で定める基準（以下

「最低基準」という。）は、市長の監

督に属する家庭的保育事業等を利用し

ている乳児又は幼児（満３歳に満たな

い児童に限り、法第６条の３第９項第

２号、同条第１０項第２号、同条第１

１項第２号又は同条第１２項第２号の

規定に基づき保育が必要と認められる

児童であって満３歳以上の児童につい

て保育を行う場合         

                 

                 

          にあっては、当

該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るく

て、衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な訓練を受けた職員

（家庭的保育事業等を行う事業所（以

下「家庭的保育事業所等」という。）

の管理者を含む。以下同じ。）が保育

を提供することにより、心身ともに健

やかに育成されることを保障するもの

とする。

（保育所等との連携） （保育所等との連携）
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第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問

型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以

下この条において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び家庭的保育事業者等による

保育の提供の終了後も満３歳以上の児

童に対して必要な教育（教育基本法

（平成１８年法律第１２０号）第６条

第１項に規定する法律に定める学校に

おいて行われる教育をいう。以下この

条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項

（法第６条の３第１０項第３号に掲げ

る事業（以下「満３歳以上限定小規模

保育事業」という。）を行う事業者

（以下「満３歳以上限定小規模保育事

業者」という。）にあっては、第１号

及び第２号に掲げる事項）に係る連携

協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問

型保育事業を行う者（以下「居宅訪問

型保育事業者」という。）を除く。以

下この条において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び家庭的保育事業者等による

保育の提供の終了後も満３歳以上の児

童に対して必要な教育（教育基本法

（平成１８年法律第１２０号）第６条

第１項に規定する法律に定める学校に

おいて行われる教育をいう。以下この

条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項

                 

                 

                 

                 

                 

            に係る連携

協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園（以下「連携施設」という。）

を適切に確保しなければならない。

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略

⑶ 当該家庭的保育事業者等（満３歳

以上限定小規模保育事業者を除く。

第６項及び第７項において同じ。）

により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳

幼児にあっては、第４３条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以

⑶ 当該家庭的保育事業者等    

                

                

により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳

幼児にあっては、第４３条に規定す

るその他の乳児又は幼児に限る。以
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下この号及び第６項第１号において

同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保

護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育又

は保育を提供すること。

下この号及び第６項第１号において

同じ。）を、当該保育の提供の終了

に際して、当該利用乳幼児に係る保

護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育又

は保育を提供すること。

２～６ 略 ２～６ 略

７ 前項（同項第２号に該当する場合に

限る。）の場合において、家庭的保育

事業者等は、法第５９条第１項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの（入

所定員が２０人以上のものに限る。）

又は満３歳以上限定小規模保育事業を

行う事業所であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う施設又は事業所

として適切に確保しなければならな

い。

７ 前項（同項第２号に該当する場合に

限る。）の場合において、家庭的保育

事業者等は、法第５９条第１項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの（入

所定員が２０人以上のものに限る。）

                 

     であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う施設     

として適切に確保しなければならな

い。

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略

（運営規程） （運営規程）

第１９条 略 第１９条 略

⑴～⑸ 略 ⑴～⑸ 略

⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定

員（満３歳以上限定小規模保育事業

者にあっては、満３歳以上の幼児の

利用定員）

⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定

員               

                

     

⑺～⑾ 略 ⑺～⑾ 略

（小規模保育事業の区分） （小規模保育事業の区分）

第２８条 小規模保育事業は、小規模保 第２８条 小規模保育事業は、小規模保
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育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型（満

３歳以上限定小規模保育事業を除

く。）及び小規模保育事業Ｃ型（満３

歳以上限定小規模保育事業を除く。）

とする。

育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型

                 

   及び小規模保育事業Ｃ型   

                 

とする。

（職員） （職員）

第３０条 略 第３０条 略

２ 略

⑴及び⑵ 略

２ 略

⑴及び⑵ 略

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

おおむね１５人につき１人（法第

６条の３第１０項第２号又は第３号

の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。）

⑷ 略

⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童

おおむね１５人につき１人（法第

６条の３第１０項第２号    

の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。）

⑷ 略

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ａ

型に勤務する保健師、看護師又は准看

護師（以下「看護師等」という。）を、

１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ａ

型に勤務する保健師、看護師又は准看

護師             を、

１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定

に当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）の規

定による大学（短期大学を除く。）若し

くは大学院において、心理学を専修す

る学科、研究科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、
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個人及び集団心理療法の技術を有する

もの又はこれと同等以上の能力を有す

ると認められる者をいう。）又は障害

児の療育に関する知識及び経験を有す

る者であって、障害児の療育の指導を

行う業務に５年以上従事した経験を有

するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する

者（以下「特定理学療法士等」という。）

を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。ただし、当該特定理学療法

士等が保育を行うに当たっては、当該

小規模保育事業所Ａ型の保育士（附則

第８項又は第９項の規定により保育士

とみなされる者を除く。次項において

同じ。）による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特

定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行

うに当たって、当該小規模保育事業所

Ａ型の保育士（前項ただし書の規定に

よる支援を行う保育士を除く。）によ

る支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。

（職員） （職員）

第３２条 略 第３２条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ
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型に勤務する看護師等       

を、１人に限り、保育士とみなす

ことができる。

型に勤務する保健師、看護師又は准看

護師を、１人に限り、保育士とみなす

ことができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定

に当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、

１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該小規

模保育事業所Ｂ型の保育士による支援

を受けることができる体制を確保しな

ければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特

定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行

うに当たって、当該小規模保育事業所

Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定に

よる支援を行う保育士を除く。）によ

る支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。

（利用定員） （利用定員）

第３６条 小規模保育事業所Ｃ型は、法

第６条の３第１０項第１号の規定にか

かわらず、その利用定員を６人以上１

０人以下とする。

第３６条 小規模保育事業所Ｃ型は、法

第６条の３第１０項   の規定にか

かわらず、その利用定員を６人以上１

０人以下とする。

（保育所型事業所内保育事業所の職

員）

（保育所型事業所内保育事業所の職

員）

第４５条 略 第４５条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項に規定する保育士の数の算定に ３ 前項に規定する保育士の数の算定に
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当たっては、当該保育所型事業所内保

育事業所に勤務する看護師等    

   を１人に限り、保育士とみ

なすことができる。

当たっては、当該保育所型事業所内保

育事業所に勤務する保健師、看護師又

は准看護師を１人に限り、保育士とみ

なすことができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定

に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士

等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当

該保育所型事業所内保育事業所の保育

士（附則第８項又は第９項の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。次項

において同じ。）による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければな

らない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特

定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行

うに当たって、当該保育所型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の

規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

（小規模型事業所内保育事業所の職

員）

（小規模型事業所内保育事業所の職

員）

第４８条 略 第４８条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模型事業所内保

３ 前項に規定する保育士の数の算定に

当たっては、当該小規模型事業所内保
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育事業所に勤務する看護師等    

     を、１人に限り、保育士と

みなすことができる。

育事業所に勤務する保健師、看護師又

は准看護師を、１人に限り、保育士と

みなすことができる。

４ 第２項に規定する保育士の数の算定

に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士

等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当

該小規模型事業所内保育事業所の保育

士による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。

５ 前２項の規定により看護師等及び特

定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行

うに当たって、当該小規模型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の

規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。

（準用） （準用）

第４９条 第２５条から第２７条まで及

び第２９条の規定は、小規模型事業所

内保育事業について準用する。この場

合において、第２５条中「家庭的保育

事業を行う者(次条及び第２７条にお

いて「家庭的保育事業者」とい

う。)」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業を行う者（第４９条におい

て準用する次条及び第２７条において

第４９条 第２５条から第２７条まで及

び第２９条の規定は、小規模型事業所

内保育事業について準用する。この場

合において、第２５条中「家庭的保育

事業を行う者(次条及び第２７条にお

いて「家庭的保育事業者」とい

う。)」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業を行う者（第４９条におい

て準用する次条及び第２７条において
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「小規模型事業所内保育事業者」とい

う。)」と、第２６条及び第２７条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業者」と、第２

９条中「小規模保育事業Ａ型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業」

と、「小規模保育事業所Ａ型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業所」

と、同条第１号中「調理設備」とある

のは「調理設備（当該小規模型事業所

内保育事業所を設置及び管理する事業

主が事業場に附属して設置する炊事場

を含む。第４号において同じ。）」

                 

                 

    とする。

「小規模型事業所内保育事業者」とい

う。)」と、第２６条及び第２７条中

「家庭的保育事業者」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業者」と、第２

９条中「小規模保育事業Ａ型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業」

と、「小規模保育事業所Ａ型」とある

のは「小規模型事業所内保育事業所」

と、同条第１号中「調理設備」とある

のは「調理設備（当該小規模型事業所

内保育事業所を設置及び管理する事業

主が事業場に附属して設置する炊事場

を含む。第４号において同じ。）」

と、同条第４号中「次号」とあるのは

「第４９条において準用する第２９条

第５号」とする。

   附 則    附 則

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置）

４ 家庭的保育事業者等（満３歳以上限

定小規模保育事業者及び特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連

携施設の確保が著しく困難であって、

子ども・子育て支援法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができると

市長が認める場合は、第７条第１項本

文の規定にかかわらず、この条例の施

行の日から起算して１５年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしない

ことができる。

４ 家庭的保育事業者等（      

           特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連

携施設の確保が著しく困難であって、

子ども・子育て支援法第５９条第４号

に規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができると

市長が認める場合は、第７条第１項本

文の規定にかかわらず、この条例の施

行の日から起算して１５年を経過する

日までの間、連携施設の確保をしない

ことができる。
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（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型

事業所内保育事業所の職員配置に係る

特例）

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型

事業所内保育事業所の職員配置にかか

る特例）

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育

所、認定こども園（子ども・子育て支

援法第２７条第１項の確認を受けたも

のに限る。）又は家庭的保育事業等

（満３歳以上限定小規模保育事業を除

く。）が不足していることに鑑み、当

分の間、第３０条第２項各号又は第４

５条第２項各号に定める数の合計数が

１となるときは、第３０条第２項又は

第４５条第２項に規定する保育士の数

は１人以上とすることができる。ただ

し、配置される保育士の数が１人とな

るときは、当該保育士に加えて、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市

長が認める者を置かなければならな

い。

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育

所、認定こども園（子ども・子育て支

援法第２７条第１項の確認を受けたも

のに限る。）又は家庭的保育事業等

                 

   が不足していることに鑑み、当

分の間、第３０条第２項各号又は第４

５条第２項各号に定める数の合計数が

１となるときは、第３０条第２項又は

第４５条第２項に規定する保育士の数

は１人以上とすることができる。ただ

し、配置される保育士の数が１人とな

るときは、当該保育士に加えて、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市

長が認める者を置かなければならな

い。

８～９ 略 ８～９ 略

１０ 前２項の規定を適用するときは、

保育士（             

          第３０条第３項

若しくは第４項若しくは第４５条第３

項若しくは第４項又は前２項の規定に

より保育士とみなされる者を除く。）

を、前２項の規定の適用がないものと

した場合の第３０条第２項又は第４５

条第２項により算定される保育士の数

      の３分の２以上、置かな

１０ 前２項の規定を適用するときは、

保育士（法第１８条の１８第１項の登

録を受けた者をいい、第３０条第３項

若しくは   第４５条第３

項       又は前２項の規定に

より保育士とみなされる者を除く。）

を、保育士の数（前２項の規定の適用

がないとした場合の第３０条第２項又

は第４５条第２項により算定されるも

のをいう。）の３分の２以上、置かな
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ければならない。 ければならない。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。

（児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項の条例で定める日）

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条第４項

の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。

（羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の一部改正）

３ 羽島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例（令和６年羽島市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

   附 則    附 則

（経過措置） （経過措置）

２ 保育士及び保育従事者の状況に鑑

み、保育の提供に支障を及ぼすおそれ

があるときは、令和１０年３月３１日

までの間、この条例による改正後の羽

島市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例（次項にお

いて「家庭的保育事業等基準条例」と

いう。）第３０条第２項、第３２条第

２項、第４５条第２項及び第４８条第

２項の規定（満３歳以上満４歳に満た

ない児童に対し保育を提供する保育士

及び保育従事者の数に関する部分に限

る。）は、適用しない。この場合にお

いて、この条例による改正前の羽島市

２ 保育士及び保育従事者の状況に鑑

み、保育の提供に支障を及ぼすおそれ

があるときは、当分の間      

    、この条例による改正後の羽

島市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例     

                 

    第３０条第２項、第３２条第

２項、第４５条第２項及び第４８条第

２項の規定            

                 

                 

   は、適用しない。この場合にお

いて、この条例による改正前の羽島市
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例第３０条第２

項、第３２条第２項、第４５条第２項

及び第４８条第２項の規定（満３歳以

上満４歳に満たない児童に対し保育を

提供する保育士及び保育従事者の数に

関する部分に限る。）は、この条例の

施行の日以後においても、なおその効

力を有する。

３ 保育士及び保育従事者の配置の状況

に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすお

それがあるときは、当分の間、家庭的

保育事業等基準条例第３０条第２項、

第３２条第２項、第４５条第２項及び

第４８条第２項の規定（満４歳以上の

児童に対し保育を提供する保育士及び

保育従事者の数に関する部分に限

る。）は、適用しない。この場合にお

いて、この条例による改正前の羽島市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例第３０条第２

項、第３２条第２項、第４５条第２項

及び第４８条第２項の規定（満４歳以

上の児童に対し保育を提供する保育士

及び保育従事者の数に関する部分に限

る。）は、この条例の施行の日以後に

おいても、なおその効力を有する。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例第３０条第２

項、第３２条第２項、第４５条第２項

及び第４８条第２項の規定    

                 

                 

          は、この条例の

施行の日以後においても、なおその効

力を有する。
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議第５４号

   羽島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について

羽島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    

【提案理由】

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣

府令の整備等に関する内閣府令（令和８年内閣府令第３号）の施行に伴い、羽島市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正するものである。
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   羽島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

羽島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年羽島市条例第３８号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

目次

第１章 略

第２章 略

第１節～第３節 略

第３章 略

第１節及び第２節 略

第３節 特例地域型保育給付費に関

する基準（第５１条－第５

２条)

第４章 略

附則

目次

第１章 略

第２章 略

第１節～第３節 略

第３章 略

第１節及び第２節 略

第３節 特例地域型保育給付費に関

する基準（第５１条・第５

２条)

第４章 略

附則

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等）

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等）

第６条 略 第６条 略

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している教育認定子ども

               

       の総数が、当該特定

教育・保育施設の同号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、当該特定

教育・保育施設の同号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、
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申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定教育・保育施設の設置者

の教育及び保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法

（第４項において「選考方法」とい

う。）により選考しなければならな

い。

申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定教育・保育施設の設置者

の教育及び保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法

（第４項において「選考方法」とい

う。）により選考しなければならな

い。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している満３

歳以上保育認定子ども又は満３歳未満

保育認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。）の総数が、当該

特定教育・保育施設の同条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第２０条第４項の規

定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる教

育・保育給付認定子どもが優先的に利

用できるよう、選考するものとする。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条

第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども      の総数が、当該

特定教育・保育施設の同条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第２０条第４項の規

定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる教

育・保育給付認定子どもが優先的に利

用できるよう、選考するものとする。

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選

考方法又は前項に規定する選考の方法

をあらかじめ教育・保育給付認定保護

者に明示した上で、選考を行わなけれ

ばならない。

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選

考方法              

をあらかじめ教育・保育給付認定保護

者に明示した上で、選考を行わなけれ

ばならない。
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５ 略 ５ 略

（あっせん、調整及び要請に対する協

力）

（あっせん、調整及び要請に対する協

力）

第７条 略 第７条 略

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、保育認定子ども   

                 

                に

係る当該特定教育・保育施設の利用に

ついて児童福祉法第２４条第３項（同

法附則第７３条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規

定により本市及びその他市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに

係る当該特定教育・保育施設の利用に

ついて児童福祉法第２４条第３項（同

法附則第７３条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規

定により本市及びその他市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。

（教育・保育給付認定の申請に係る援

助）

（教育・保育給付認定の申請に係る援

助）

第９条 特定教育・保育施設は、教育・

保育給付認定を受けていない保護者か

ら利用の申込みがあった場合は、当該

保護者の意思を踏まえて速やかに教

育・保育給付認定の申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならな

い。

第９条 特定教育・保育施設は、教育・

保育給付認定を受けていない保護者か

ら利用の申込みがあった場合は、当該

保護者の意思を踏まえて速やかに当

該申請        が行われるよ

う必要な援助を行わなければならな

い。

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定の変更の認定の申請が遅くと

も教育・保育給付認定保護者が受けて

いる教育・保育給付認定の有効期間の

満了日の30日前には行われるよう必要

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定の変更の認定の申請が遅くと

も教育・保育給付認定保護者が受けて

いる教育・保育給付認定の有効期間の

満了日の30日前には行われるよう必要
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な援助を行わなければならない。ただ

し、緊急その他やむを得ない理由があ

る場合には、この限りでない 。

な援助を行わなければならない。ただ

し、緊急その他やむを得ない理由があ

る場合には、この限りではない。

（特定教育・保育の提供の記録） （教育・保育の提供の記録）

第１２条 略 第１２条 略

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第１３条 略 第１３条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 略 ４ 略

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略

⑶ 略 ⑶ 略

ア 略 ア 略

   (ア) 教育認定子ども     

             

           ７

７，１０１円

(ア) 法第１９条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども ７

７，１０１円

(イ) 満３歳以上保育認定子ども

              

            （特

定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ(イ)において同じ。）

５７，７００円（令第４条第

２項第６号に規定する特定教

育・保育給付認定保護者にあっ

ては、７７，１０１円）

(イ) 法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ(イ)において同じ。）

５７，７００円（令第４条第

２項第６号に規定する特定教

育・保育給付認定保護者にあっ

ては、７７，１０１円）

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３

歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３

歳以上教育・保育給付認定子ども

のうち、負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども
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（小学校、義務教育学校又は特別

支援学校の小学部の第１学年から

第３学年までに在籍する子どもを

いう。以下このイにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に

定める者に該当するものに対する

副食の提供（アに該当するものを

除く。）

（小学校、義務教育学校又は特別

支援学校の小学部の第１学年から

第３学年までに在籍する子どもを

いう。以下イ において同

じ。）が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に

定める者に該当するものに対する

副食の提供（アに該当するものを

除く。）

(ア) 教育認定子ども     

              

            負

担額算定基準子ども又は小学校

第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者

(ア) 法第１９条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負

担額算定基準子ども又は小学校

第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者

(イ) 満３歳以上保育認定子ども

              

            負

担額算定基準子ども（そのうち

最年長者及び２番目の年長者で

ある者を除く。）である者

(イ) 法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負

担額算定基準子ども（そのうち

最年長者及び２番目の年長者で

ある者を除く。）である者

ウ 略 ウ 略

⑷及び⑸ 略 ⑷及び⑸ 略

５及び６ 略 ５及び６ 略

（運営規程） （運営規程）

第２０条 略 第２０条 略

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略

⑺ 特定教育・保育施設の利用の開始

及び終了に関する事項並びに利用に

⑺ 特定教育・保育施設の利用の開始

及び終了に関する事項並びに利用に
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当たっての留意事項（第６条第２項

     に規定する選考方法及び

同条第３項に規定する選考の方法を

含む。）

当たっての留意事項（第６条第２項

及び第３項に規定する選考方法

               を

含む。）

⑻～⑾ 略 ⑻～⑾ 略

（利用定員の遵守） （定員の遵守）

第２２条 略 第２２条 略

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０第１項

各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１

項各号、学校教育法第１条に規定する

幼稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては、同法   第２８条第

２項において準用する認定こども園法

第２７条の２第１項各号）に掲げる行

為その他当該教育・保育給付認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。

第２５条 特定教育・保育施設の職員

は、教育・保育給付認定子どもに対

し、児童福祉法第３３条の１０第１項

各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあって

は、認定こども園法第２７条の２第１

項各号、幼稚園        

   である特定教育・保育施設の職

員にあっては、学校教育法第２８条第

２項において準用する認定こども園法

第２７条の２第１項各号）に掲げる行

為その他当該教育・保育給付認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準）

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が教育認定子ども         

                 

     に対し特別利用保育を提供

する場合には、法第３４条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければな

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特別利用保育を提供

する場合には、法第３４条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければな
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らない。 らない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る教育認定

子ども              

                 

及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している満３歳以上保育認定子

ども               

        の総数が、第４条第

２項第３号の規定により定められた法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９

条第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第

２項第３号の規定により定められた法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項

を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育

施設（特別利用保育を提供している施

設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「教育認定子ども   

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項

を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育

施設（特別利用保育を提供している施

設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就
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     」とあるのは「教育認定子

ども又は満３歳以上保育認定子ども」

と、「同号」とあるのは「同条第２

号」と、第１３条第２項中「法第２７

条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第２８条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)

中「教育認定子ども」とあるのは「教

育認定子ども          

（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ(イ)中「満３歳以

上保育認定子ども」とあるのは「満

３歳以上保育認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする。

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同号又は同

条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、第１３条第２項中「法第２７

条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第２８条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費

用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)

中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を含む。）」とする。

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準）

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が満３歳以上保育認定子ども    

                 

     に対し、特別利用教育を提

供する場合には、法第３４条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し、特別利用教育を提

供する場合には、法第３４条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る満３歳以

上保育認定子ども         

                 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

-69-



及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している教育認定子ども   

                 

        の総数が、第４条第

２項第２号の規定により定められた法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。

の数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもの総数が、第４条第

２項第２号の規定により定められた法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育

施設（特別利用教育を提供している施

設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「利用の申込みに係る法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「教育認

定子ども             

            」とあるの

は「教育認定子ども又は満３歳以上保

育認定子ども           

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育

施設（特別利用教育を提供している施

設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「利用の申込みに係る法

第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「同号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるの

は「同条第１号又は第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保
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        」と、「の同号」と

あるのは「の同条第１号」と、第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第２８条

第２項第３号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ア)中「教育認定子

ども」とあるのは「教育認定子ども

    （特別利用教育を

受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)

中「満３歳以上保育認定子ども」とあ

るのは「満３歳以上保育認定子ども

（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。

育給付認定子ども」と、「の同号」と

あるのは「の同条第１号」と、第１３

条第２項中「法第２７条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第２８条

第２項第３号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を

受ける者を含む。）」と、同号イ(イ)

中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を除

く。） とする。

第３７条 特定地域型保育事業（事業所

内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定める

ものに限る。以下この章において同

じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事

業Ａ型（羽島市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年羽島市条例第３７号）第

２８条に規定する小規模保育事業Ａ型

をいう。第４２条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条

例第２８条に規定する小規模保育事業

Ｂ型をいう。第４２条第３項において

同じ。）にあっては６人以上１９人以

下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第２

第３７条 特定地域型保育事業（事業所

内保育事業を除く。）の利用定員（法

第２９条第１項の確認において定める

ものに限る。以下この章において同

じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事

業Ａ型（羽島市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年羽島市条例第３７号）第

２９条に規定する小規模保育事業Ａ型

をいう。第４２条第３項において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条

例第３２条に規定する小規模保育事業

Ｂ型をいう。第４２条第３項において

同じ。）にあっては６人以上１９人以

下、小規模保育事業Ｃ型（同条例第３
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８条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

いう。附則第６項において同じ。）に

あっては６人以上１０人以下、居宅訪

問型保育事業にあっては１人とする。

４条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

いう。附則第６項において同じ。）に

あっては６人以上１０人以下、居宅訪

問型保育事業にあっては１人とする。

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者（満３歳以上限

定小規模保育事業を行う者をいう。以

下同じ。）を除く。）は、次の各号に

掲げる地域型保育事業の区分に応じ、

当該地域型保育事業を行う事業所ごと

に、当該各号に定める利用定員を、満

１歳に満たない小学校就学前子どもと

満１歳以上の小学校就学前子どもとに

区分して定めるものとする。

⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小

規模保育事業及び居宅訪問型保育事

業 法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員

⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第

３項に規定する労働者等監護満３歳

未満小学校就学前子どもに係る利用

定員及びその他の法第１９条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行

う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第１９条第

３号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員（事業所内保育事業を行う

事業所にあっては、羽島市家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例第４３条の規定を踏まえ、

その雇用する労働者の監護する小学校

就学前子どもを保育するため当該事業

所内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子ど

も（当該事業所内保育事業が、事業主

団体に係るものにあっては事業主団体

の構成員である事業主の雇用する労働

者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等（児童福祉法第６条の

３第１２項第１号ハに規定する共済組

合等をいう。）に係るものにあっては

共済組合等の構成員（同号ハに規定す

る共済組合等の構成員をいう。）の監

護する小学校就学前子どもとする。）

及びその他の小学校就学前子どもごと

に定める法第１９条第３号に掲げる小
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学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校就

学前子どもと満１歳以上の小学校就学

前子どもに区分して定めるものとす

る。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者に限る。）は、

満３歳以上限定小規模保育事業を行う

事業所ごとに、法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定

員を定めるものとする。

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等）

（正当な理由のない提供拒否の禁止

等）

第３９条 略 第３９条 略

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満３歳未満保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章（第４３条第１項を除く。）

において同じ。）の総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、法第

２０条第４項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる満３歳未満保育認定子

２ 特定地域型保育事業者      

               は、

利用の申込みに係る法第１９条第３号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満３歳未満保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章             

において同じ。）の総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、法第

２０条第４項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる満３歳未満保育認定子
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どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。

どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者に限る。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満３歳以上保育認定子どもの総数

が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、法第２０条第４項の規定によ

る認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる満３歳以

上保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。

４ 前２項の特定地域型保育事業者は、

前２項に規定する選考の方法をあらか

じめ教育・保育給付認定保護者に明示

した上で、選考を行わなければならな

い。

３ 前項の特定地域型保育事業者は、前

項の選考方法      をあらか

じめ教育・保育給付認定保護者に明示

した上で、選考を行わなければならな

い。

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保

育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る保育認定子ど

も に対し自ら適切な教育及

び保育を提供することが困難である場

合は、第４２条に規定する連携施設そ

の他の適切な特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業を紹介する等の適

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保

育の提供体制の確保が困難である場合

その他利用申込者に係る満３歳未満保

育認定子どもに対し自ら適切な教育及

び保育を提供することが困難である場

合は、第４２条に規定する連携施設そ

の他の適切な特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業を紹介する等の適
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切な措置を速やかに講じなければなら

ない。

切な措置を速やかに講じなければなら

ない。

（あっせん、調整及び要請に対する協

力）

（あっせん、調整及び要請に対する協

力）

第４０条 略 第４０条 略

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定

子ども     に係る特定地域型保

育事業の利用について児童福祉法第２

４条第３項（同法附則第７３条第１項

の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により本市及びその

他市町村が行う調整及び要請に対し、

できる限り協力しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに係る特定地域型保

育事業の利用について児童福祉法第２

４条第３項（同法附則第７３条第１項

の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の規定により本市及びその

他市町村が行う調整及び要請に対し、

できる限り協力しなければならない。

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握）

第４１条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供に当たっては、保

育認定子ども     の心身の状

況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。

第４１条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育の提供に当たっては、満

３歳未満保育認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携）

第４２条 略 第４２条 略

⑴ 特定地域型保育の提供を受けてい

る保育認定子ども     に集団

保育を体験させるための機会の設

定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対す

る相談、助言その他の保育の内容に

関する支援（次項において「保育内

容支援」という。）を実施するこ

⑴ 特定地域型保育の提供を受けてい

る満３歳未満保育認定子どもに集団

保育を体験させるための機会の設

定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対す

る相談、助言その他の保育の内容に

関する支援（次項において「保育内

容支援」という。）を実施するこ

-75-



と。 と。

⑵ 略 ⑵ 略

⑶ 当該特定地域型保育事業者（満３

歳以上限定小規模保育事業者を除

く。第６項、第７項及び第１２項に

おいて同じ。）により特定地域型保

育（満３歳以上限定小規模保育を除

く。第６項及び第１２項において同

じ。）の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事

業を利用する満３歳未満保育認定子

どもにあっては、第３７条第２項に

規定するその他の法第１９条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに限

る。第６項第１号       に

おいて同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満

３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育及び保育を提供す

ること。

⑶ 当該特定地域型保育事業者により

特定地域型保育         

                

                

                

                

   の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事

業を利用する満３歳未満保育認定子

どもにあっては、第３７条第２項に

規定するその他の小学校就学前子ど

も            に限

る。以下この号及び第６項第１号に

おいて同じ。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満

３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育及び保育を提供す

ること。

２～６ 略 ２～６ 略

７ 前項（同項第２号に該当する場合に

限る。）の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第５９条第

１項に規定する施設のうち次に掲げる

もの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）又は満３歳以上限定小規模保

育事業を行う事業所であって、市長が

７ 前項（同項第２号に該当する場合に

限る。）の場合において、特定地域型

保育事業者は、児童福祉法第５９条第

１項に規定する施設のうち次に掲げる

もの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）             

         であって、市長が
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適当と認めるものを第１項第３号に掲

げる事項に係る連携協力を行う施設又

は事業所として適切に確保しなければ

ならない。

適当と認めるものを第１項第３号に掲

げる事項に係る連携協力を行う施設

    として適切に確保しなければ

ならない。

⑴及び⑵ 略 ⑴及び⑵ 略

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者に限る。）は、

第１項本文の規定にかかわらず、連携

施設の確保に当たって、同項第３号に

係る連携協力を求めることを要しな

い。

９ 略 ８ 略

１０ 事業所内保育事業（第３７条第２

項の規定により定める利用定員が２０

人以上のものに限る。次項において

「保育所型事業所内保育事業」とい

う。）を行う者については、第１項本

文の規定にかかわらず、連携施設の確

保に当たって、同項第１号及び第２号

に係る連携協力を求めることを要し

ない。

９ 事業所内保育事業（第３７条第２

項の規定により定める利用定員が２０

人以上のものに限る。次項において

「保育所型事業所内保育事業」とい

う。）を行う者については、第１項本

文の規定にかかわらず、連携施設の確

保に当たって、第１項第１号及び第２

号に係る連携協力を求めることを要し

ない。

１１ 略 １０ 略

１２ 略 １１ 略

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領）

第４３条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育を提供した際は、教育・

保育給付認定保護者（満３歳未満保育

認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に限る。）から当該特定地域型

保育に係る利用者負担額（法第２９条

第４３条 特定地域型保育事業者は、特

定地域型保育を提供した際は、教育・

保育給付認定保護者        

                 

        から当該特定地域型

保育に係る利用者負担額（法第２９条
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第３項第２号に掲げる額をいう。）の

支払を受けるものとする。

第３項第２号に掲げる額をいう。）の

支払を受けるものとする。

２～６ 略 ２～６ 略

（運営規程） （運営規程）

第４６条 略 第４６条 略

⑴～⑹ 略 ⑴～⑹ 略

⑺ 特定地域型保育事業の利用の開始

及び終了に関する事項並びに利用に当

たっての留意事項（第３９条第２項及

び第３項に規定する選考の方法を含

む。）

⑺ 特定地域型保育事業の利用の開始

及び終了に関する事項並びに利用に当

たっての留意事項（第３９条第２項に

規定する選考方法     を含

む。）

⑻～⑾ 略 ⑻～⑾ 略

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第４７条 特定地域型保育事業者は、保

育認定子ども     に対し、適切

な特定地域型保育を提供することがで

きるよう、特定地域型保育事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。

第４７条 特定地域型保育事業者は、満

３歳未満保育認定子どもに対し、適切

な特定地域型保育を提供することがで

きるよう、特定地域型保育事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育事業所ごとに、当該特定地域型

保育事業所の職員によって特定地域型

保育を提供しなければならない。ただ

し、保育認定子ども     に対す

る特定地域型保育の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限り

でない。

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育事業所ごとに、当該特定地域型

保育事業所の職員によって特定地域型

保育を提供しなければならない。ただ

し、満３歳未満保育認定子どもに対す

る特定地域型保育の提供に直接影響を

及ぼさない業務については、この限り

でない。

３ 略 ３ 略

（利用定員の遵守） （定員の遵守）
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第４８条 略 第４８条 略

（記録の整備） （記録の整備）

第４９条 略 第４９条 略

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定

子ども     に対する特定地域型

保育の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存

しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに対する特定地域型

保育の提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から５年間保存

しなければならない。

⑴～⑸ 略 ⑴～⑸ 略

（準用） （準用）

第５０条 第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までの規定は、特定地域型

保育事業者、特定地域型保育事業所及

び特定地域型保育について準用する。

この場合において、第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども

（教育認定子ども         

              を除

く。以下この節において同じ。）につ

いて」と、第１４条第１項     

                 

                 

                 

       中「施設型給付費(法

第２７条第１項の施設型給付費をい

う。以下」とあるのは「地域型保育給

付費（法第２９条第１項の地域型保育

第５０条 第８条から第１４条まで（第

１０条及び第１３条を除く。）、第１

７条から第１９条まで及び第２３条か

ら第３３条までの規定は、特定地域型

保育事業者、特定地域型保育事業所及

び特定地域型保育について準用する。

この場合において、第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限り、

特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。）につ

いて」と、第１２条の見出し中「教

育・保育」とあるのは「地域型保育」

と、第１４条の見出し中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」

と、同条第１項中「施設型給付費(法

第２７条第１項の施設型給付費をい

う。以下」とあるのは「地域型保育給

付費（法第２９条第１項の地域型保育
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給付費をいう。以下この項及び第１９

条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第２項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保

育提供証明書」と、第１９条中「施設

型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と、第２５条中「各号（幼保連

携型認定こども園である特定教育・保

育施設の職員にあっては、認定こども

園法第２７条の２第１項各号、学校教

育法第１条に規定する幼稚園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、

同法第２８条第２項において準用する

認定こども園法第２７条の２第１項各

号）」とあるのは「各号」と読み替え

るものとする。

給付費をいう。以下この項及び第１９

条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」

と、同条第２項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保

育提供証明書」と、第１９条中「施設

型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と読み替える        

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

ものとする。

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準）

第５１条 特定地域型保育事業者（満３

歳以上限定小規模保育事業者を除く。

以下この条において同じ。）が教育認

定子どもに対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項

に規定する地域型保育事業の認可基準

を遵守しなければならない。

第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子

ども に対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項

に規定する地域型保育事業の認可基準

を遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る教育認定子ども       

                 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育
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         及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（第５２条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる満３歳以上保育

認定子ども            

              を含

む。）の総数が、第３７条第２項の規

定により定められた利用定員の数を超

えないものとする。

給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（次条第１項 の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもを含

む。）の総数が、第３７条第２項の規

定により定められた利用定員の数を超

えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第３

０条第１項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第３項及び第５２条第３項

において同じ。）を、それぞれ含むも

のとして、この章（第３７条第３項、

第３９条第３項及び第４０条第２項を

除き、前条において準用する第８条か

ら第１４条まで（第１０条及び第１３

条を除く。）、第１７条から第１９条

まで及び第２３条から第３３条までを

含む。第５２条第３項において同

じ。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第３９条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第３号に掲げる

小学校就学前子どもの数」とあるのは

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第３

０条第１項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第３項         

において同じ。）を、それぞれ含むも

のとして、この章（第４０条第２項

                を

除き、前条において準用する第８条か

ら第１４条まで（第１０条及び第１３

条を除く。）、第１７条から第１９条

まで及び第２３条から第３３条までを

含む。次条第３項 において同

じ。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第３９条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第３号に掲げる

小学校就学前子どもの数」とあるのは
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「利用の申込みに係る法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章（第４３条第１項を除

く。）において同じ。）」とあるのは

「教育認定子ども及び満３歳未満保育

認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除き、第５２条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる満３歳以上保育認定

子どもを含む。）         

                 

   」と、「同号」とあるのは「同

条第３号」と、「法第２０条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用することができるよう、」とある

のは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育

事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第４３条第１項中「教育・保

育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る。）」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者(特別利用地域型

「利用の申込みに係る法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章            

   において同じ。）」とあるのは

「同号又は同条第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（第５２条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「同号」とあるのは「同

条第３号」と、「法第２０条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要

の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用することができるよう、」とある

のは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育

事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第４３条第１項中「教育・保

育給付認定保護者         

                 

       」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者(特別利用地域型
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保育の対象となる教育認定子ども

                 

            に係る教

育・保育給付認定保護者を除く。)」

と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と、同条第４項中「前３

項」とあるのは「前２項」と、「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１３条第４項第３号ア

又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」と、同条第５項中「前各項」

とあるのは「前３項」とする。

保育の対象となる法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。)」

と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と、同条第４項中「前３

項」とあるのは「前２項」と、「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１３条第４項第３号ア

又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」と、同条第５項中「前各項」

とあるのは「前３項」とする。

第５１条の２ 特定地域型保育事業者

（満３歳以上限定小規模保育事業者に

限る。以下この条において同じ。）が

教育認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第４６条

第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る教育認定子ども及び特定地域型

保育事業所を現に利用している満３歳

以上保育認定子どもの総数が、第３７

条第３項の規定により定められた利用
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定員の数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章（第３７

条第２項、第３９条第２項及び第４０

条第２項を除き、第５０条において準

用する第８条から第１４条まで（第１

０条及び第１３条を除く。）、第１７

条から第１９条まで及び第２３条から

第３３条までを含む。）の規定を適用

する。この場合において、第３９条第

３項中「第１９条第２号」とあるのは

「第１９条第１号」と、「満３歳以上

保育認定子どもの」とあるのは「教育

認定子ども又は満３歳以上保育認定子

どもの」と、「同号」とあるのは「法

第１９条第２号」と、「法第２０条第

４項の規定による認定に基づき、保育

の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満３歳以上保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、」とあるのは

「抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により」

と、第４３条第１項中「教育・保育給
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付認定保護者（満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者

に限る。）」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特別利用地域型保育

の対象となる教育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と、同条第４項中「前３

項」とあるのは「前２項」と、「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１３条第４項第３号ア

又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」と、同条第５項中「前４項」

とあるのは「前３項」とする。

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準）

第５２条 特定地域型保育事業者（満３

歳以上限定小規模保育事業者を除く。

以下この条において同じ。）が満３歳

以上保育認定子どもに対し特定利用地

域型保育を提供する場合には、法第４

６条第１項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな

い。

第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子

ども       に対し特定利用地

域型保育を提供する場合には、法第４

６条第１項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならな

い。

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育
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に係る満３歳以上保育認定子ども

                 

       及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（第５１条第１項

                 

の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合にあっては、当該特

別利用地域型保育の対象となる教育認

定子ども             

                 

を含む。）の総数が、第３７条第２

項の規定により定められた利用定員の

数を超えないものとする。

に係る法第１９条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同条第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（前条

第１項の規定により特別利用地域型保

育を提供する場合にあっては、当該特

別利用地域型保育の対象となる法第１

９条第１号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ど

もを含む。）の総数が、第３７条第２

項の規定により定められた利用定員の

数を超えないものとする。

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第４３

条第１項中「教育・保育給付認定保護

者（満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者に限る。）

」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象とな

る満３歳以上保育認定子ども    

                 

     （特定満３歳以上保育認定

子どもに限る。）に係る教育・保育給

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第４３

条第１項中「教育・保育給付認定保護

者                

                

」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象とな

る法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもに限る。）に係る教育・保育給
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付認定保護者に限る。）」と、同条第

２項中「法第２９条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第

４項中「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（特定利用地

付認定保護者に限る。）」と、同条第

２項中「法第２９条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第

４項中「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（特定利用地

域型保育の対象となる特定満３歳以上

保育認定子どもに対するもの及び満３

歳以上保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く      

      。）に係る第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」とする。

附 則

（連携施設に関する経過措置）

７ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者及び特例保育所

型事業所内保育事業者を除く。）は、

連携施設の確保が著しく困難であっ

て、法第５９条第４号に規定する事業

による支援その他の必要な適切な支援

を行うことができると市長が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起

算して１５年を経過する日までの間、

連携施設を確保しないことができる。

域型保育の対象となる特定満３歳以上

保育認定子どもに対するもの及び満３

歳以上保育認定子ども（令第４条第１

項第２号に規定する満３歳以上保育認

定子どもをいう。）に係る第１３条第

４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」とする。

   附 則

（連携施設に関する経過措置）

７ 特定地域型保育事業者（     

            特例保育所

型事業所内保育事業者を除く。）は、

連携施設の確保が著しく困難であっ

て、法第５９条第４号に規定する事業

による支援その他の必要な適切な支援

を行うことができると市長が認める場

合は、第４２条第１項本文の規定にか

かわらず、この条例の施行の日から起

算して１５年を経過する日までの間、

連携施設を確保しないことができる。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か
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ら施行する。

（児童福祉法等の一部を改正する法律附則第６条第３項の条例で定める日）

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第６条第３項

の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。
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議第５５号

羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条例の一部を改正

する条例について

羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条例の一部を改正する

条例を次のように定めるものとする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    

【提案理由】

岐阜羽島インター南部地区地区計画区域への企業の立地を促進するため、羽島市

岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条例の一部を改正するもので

ある。
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羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条例の一部を改正

する条例

羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地促進条例（平成２５年羽島

市条例第５１号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（用語の意義） （用語の意義）

第２条 略 第２条 略

⑴～⑻ 略 ⑴～⑻ 略

⑼ 常時雇用する従業員 操業開始前

１年以内に当該建築物において通常

の状態のもとに常時雇用する雇用保

険法（昭和４９年法律第１１６号）

第４条に定める雇用保険の被保険者

である従業員をいう。

（事業者の指定） （事業者の指定）

第５条 略 第５条 略

⑴ 略 ⑴ 略

⑵ 地区計画区域で都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第２９条に

規定する開発行為の許可を受けた土

地において、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６条第１項に

規定する確認済証の交付を受けて建

築物の設置を行うこと。

⑵ 新たに常時雇用する従業員の数

が、新設の場合は２０人以上（中小

企業にあっては１０人以上）、増設

又は移設の場合は１０人以上（中小

企業にあっては５人以上）であるこ

と。

⑶及び⑷ 略 ⑶及び⑷ 略

２ 略 ２ 略

附 則

（施行期日）
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１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の羽島市岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地

促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始した事業者の指定から適

用し、同日前に操業を開始した事業者の指定は、なお従前の例による。
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議第５６号

羽島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

羽島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    

【提案理由】

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令

和８年政令第１７９号）の公布に伴い、羽島市消防団員等公務災害補償条例の一部

を改正するものである。

-92-



羽島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

羽島市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年羽島市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。

改正後 改正前

（葬祭補償） （葬祭補償）

第１８条 非常勤消防団員等が公務によ

り、又は消防作業等に従事し、若しく

は救急業務に協力し、又は応急措置の

業務に従事したことにより、死亡した

場合においては、市は、葬祭を行う者

に対して、葬祭補償として、３３万円

        に補償基礎額の３０倍に相当

する金額を加えた金額を支給する。

第１８条 非常勤消防団員等が公務によ

り、又は消防作業等に従事し、若しく

は救急業務に協力し、又は応急措置の

業務に従事したことにより、死亡した

場合においては、市は、葬祭を行う者

に対して、葬祭補償として、３１万５，

０００円に補償基礎額の３０倍に相当

する金額を加えた金額を支給する。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の羽島市消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」と

いう。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に

支給すべき事由の生じた羽島市消防団員等公務災害補償条例第４条第７号に規定す

る葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用し、適用日前に支給すべき

事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正前

の羽島市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第１８条の規定

による金額により支給されたもの又は旧条例附則第６条の規定による金額により支

給されたもの（その額が６６万円未満であるものに限る。）の支払は、新条例第１

８条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
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議第５７号

   令和８年度羽島市一般会計補正予算（第２号）

令和８年度羽島市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，１１１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２９，５８８，６８７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月５日提出

                           羽島市長 松 井 聡
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第１表

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14 国 庫 支 出 金 ５，４８４，４５９ １，３２８ ５，４８５，７８７

2 国 庫 補 助 金 １，１４５，４５５ １，３２８ １，１４６，７８３

15 県 支 出 金 ２，５３７，９２８ ９１７ ２，５３８，８４５

2 県 補 助 金 ７５６，８５６ ９１７ ７５７，７７３

18 繰 入 金 ２，６２２，９３３ ８，８６６ ２，６３１，７９９

2 基 金 繰 入 金 ２，６１６，９３２ ８，８６６ ２，６２５，７９８

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２９，５７７，５７６ １１，１１１ ２９，５８８，６８７

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ３，２４２，７３４ １，３６６ ３，２４４，１００

1 総 務 管 理 費 ２，６４７，１２０ １，３６６ ２，６４８，４８６

3 民 生 費 １２，０５６，４７５ ２９７ １２，０５６，７７２

1 社 会 福 祉 費 ６，７６７，４７８ ２９７ ６，７６７，７７５

4 衛 生 費 ５，２３５，４１７ ７，００６ ５，２４２，４２３

1 保 健 衛 生 費 ２，４７２，５９０ ７，００６ ２，４７９，５９６

9 教 育 費 ３，１１５，１９１ ２，４４２ ３，１１７，６３３

1 教 育 総 務 費 １，０１７，６０３ １，６５０ １，０１９，２５３

2 小 学 校 費 ２７０，４０６ ７９２ ２７１，１９８

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２９，５７７，５７６ １１，１１１ ２９，５８８，６８７
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１　歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 民生費国庫補助金 147,136 148 147,284  1 社会福祉費補助金 148 地域診療情報連携推進費補助金 148(既決 0)

 7 教育費国庫補助金 188,664 1,180 189,844  1 教育総務費補助金 1,180 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金

1,180(既決 0)

計 1,145,455 1,328 1,146,783

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 7 教育費県補助金 222,162 917 223,079  1 教育総務費補助金 917 学校内教育支援センター整備促進事業費補助金

917(既決 0)

計 756,856 917 757,773

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 基金繰入金 2,616,932 8,866 2,625,798  1 財政調整基金繰入金 8,866 財政調整基金繰入金 8,866(既決 1,743,616)

計 2,616,932 8,866 2,625,798

目
区     分 金   額

歳入歳出補正予算事項別明細書

目
区     分 金   額

目
区     分 金   額

-97-



２　歳出

(款) 2  総務費
(項) 1  総務管理費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

12 災害対策費 30,384 1,366 31,750 1,366 14 工事請負費 1,366

防災施設管理費 1,366(既決 17,196)

計 2,647,120 1,366 2,648,486 1,366

(款) 3  民生費
(項) 1  社会福祉費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 7 福祉医療費 886,652 297 886,949 148 149 12 委託料 297

福祉医療事務経費 297(既決 2,291)

計 6,767,478 297 6,767,775 148 149

(款) 4  衛生費
(項) 1  保健衛生費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 保健衛生総 120,654 609 121,263 609 18 負担金・補 609

務費 助及び交付 医師会准看護学校運営補助費 609(既決 6,884)

金

補助金 609

 3 予防費 251,914 6,397 258,311 6,397 12 委託料 6,300

18 負担金・補 97 予防接種事業 6,397(既決 251,914)

助及び交付

金

負担金 97

計 2,472,590 7,006 2,479,596 7,006

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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(款) 9  教育費
(項) 1  教育総務費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 5 教育支援セ 684,001 1,650 685,651 2,097 △447 12 委託料 1,650

ンター費 教育支援センター事務経費 (既決 58,009)

学校情報機器等整備事業 1,650(既決 625,992)

計 1,017,603 1,650 1,019,253 2,097 △447

(款) 9  教育費
(項) 2  小学校費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 学校管理費 249,214 792 250,006 792 12 委託料 792

小学校施設管理費 792(既決 125,080)

計 270,406 792 271,198 792

一般財源 区   分  金   額 

一般財源 区   分  金   額 
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議第５８号

   令和８年度羽島市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和８年度羽島市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２ ,１７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６，７０２，１７９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ､

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月５日提出

                           羽島市長 松 井 聡
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第１表

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

7 繰 越 金 １１１，１２７ ２，１７９ １１３，３０６

1 繰 越 金 １１１，１２７ ２，１７９ １１３，３０６

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６，７００，０００ ２，１７９ ６，７０２，１７９

歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 諸 支 出 金 ７，０００ ２，１７９ ９，１７９

1 諸 支 出 金 ７，０００ ２，１７９ ９，１７９

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６，７００，０００ ２，１７９ ６，７０２，１７９
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１　歳入

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 1 繰越金 111,127 2,179 113,306  1 繰越金 2,179 繰越金 2,179(既決 111,127)

計 111,127 2,179 113,306

目
区     分 金   額

歳入歳出補正予算事項別明細書
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２　歳出

(款) 5  諸支出金
(項) 1  諸支出金 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 特    定    財    源 説　　　　　明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

 1 償還金 7,000 2,179 9,179 2,179 22 償還金・利 2,179

子及び割引 償還金 2,179(既決 0)

料

計 7,000 2,179 9,179 2,179

一般財源 区   分  金   額 
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議第５９号

   動産の取得について

次のとおり動産を取得したいので、羽島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年羽島市条例第２号）第３条の規定により、議会

の議決を求める。

令和８年６月５日提出

                      羽島市長 松 井 聡

１ 動産の名称 ＧＩＧＡスクール構想推進事業周辺機器

２ 取得の目的 児童生徒及び教職員が使用するタブレット端末の周辺機器等

の更新

３ 取得の方法 指名競争入札

４ 取得の金額 金２７，４７８，０００円

５ 取得の相手方 岐阜県岐阜市市橋５丁目４－１８

          教育産業株式会社 岐阜営業所

          所長 冨岡 宏伊
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議第６０号

   工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結したいので、羽島市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年羽島市条例第２号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

                     羽島市長 松 井 聡

１ 契約の目的 旧羽島市教育センター解体撤去工事

２ 工 事 場 所 羽島市竹鼻町２２６番地２ 旧羽島市教育センター地内

３ 契約の方法 一般競争入札

４ 契約の金額 金３８５，０００，０００円

５ 契約の相手方 日東・田中特定建設工事共同企業体

代表構成員

           岐阜県羽島市堀津町３８２番地

           日東工業株式会社

           代表取締役 南谷 茂伸

          構成員

           岐阜県羽島市福寿町間島７丁目９番地

           株式会社田中建設

           代表取締役 佐藤 良平
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議第６１号

   工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結したいので、羽島市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年羽島市条例第２号）第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

                     羽島市長 松 井 聡

１ 契約の目的 旧羽島市いきいき元気館解体工事

２ 工 事 場 所 羽島市福寿町浅平３丁目１０６番地 地内

３ 契約の方法 一般競争入札

４ 契約の金額 金９７，４６０，０００円

５ 契約の相手方 岐阜県羽島市桑原町八神３６６１番地

株式会社吉川組

代表取締役 吉川 仁
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議第６２号

損害賠償の額を定めることについて

令和８年２月８日（日）午前６時２０分頃、羽島市桑原町八神１９１７番地先の

道路上において発生した水道管の破損による道路陥没により、東進していた羽島市

コミュニティバスの右前部及び右側部等に損傷を与えた。

これに対する損害賠償の額を次のとおり定めることについて、議会の議決を求め

る。

令和８年６月５日提出

                     羽島市長 松 井 聡

１ 損 害 賠 償 の 額 金２，２４４，１７６円

２ 損害賠償の相手方 羽島市所在の法人
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議第６３号

   市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次の路線を市道

として認定したいので、同条第２項の規定により、議会の議決を求める。

令和８年６月５日提出

羽島市長 松 井 聡    
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市道路線認定調書

竹鼻町狐穴字柳原 1478 番 3 地先

竹鼻町狐穴字柳原 1478 番 2 地先

重要な経過地

狐穴柳原 8 号線 34.4

路線番号 路線名称
起点 参考

延長(m)終点

07 - 3 - 277
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07-3-277
狐穴柳原８号線

薬局
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